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増える外国人児童 適切な教育機会の確保を！ 
〈 日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針 〉 

 
 ６月23日、政府は、日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を閣議決定
した。本方針では学校教育に関連し、外国人児童生徒の受入れ・支援体制の充実や指導者の養成等について明記して
いる。  

「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（全日教連要約・抜粋） 
 

日本語教育の推進の基本的な方向  

 

  

 
 
 日本語教育の推進の内容に関する事項  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日本語教育の推進の内容に関する事項  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
本方針においては、令和元年６月28日に施行された「日本語教育の推進に関する法律」に基づき、日本語教育の推進

に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを示した。また、学校教育に関する具体的施策として、日本語指導担
当教員の配置や日本語指導補助者・母語支援員の養成・活用、多言語音訳システム等ICTを活用した支援等が明示され
ている。 
外国籍の子供をめぐる情勢については、「外国人の子供の就学状況等調査結果（確定値）（概要）」により不就学の

子供が、約20,000人存在することが明らかになっており、本方針では、これらの子供に適切な教育の機会を確保するこ
とが必要であるとしている。今後、本方針に則り外国籍児童生徒の就学を円滑に進めるためには、学校現場における外
国人児童生徒の受入れ・支援体制の更なる充実が必要である。 
これまで全日教連は外国人児童生徒や保護者への対応に係る人材の配置や、令和８年度までとする義務標準法によ

る外国人児童生徒の指導のための教員の配置改善の前倒し等を要望してきた。今後も更なる外国籍児童生徒の就学増
加を見据え、学校現場が必要とする日本語指導等の専門人材の配置や日本語学習に係る教材整備等を関係諸機関に働
きかけていく。 

※ 資料の詳細につきましては、右のQRコードや下のURLから閲覧できます。 

是非御覧ください。 

 https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/mext_00250.html 

１ 日本語教育推進の目的  

 基本理念（抜粋） 

  (１) 日本語教育を受ける機会を最大限する 

(２) 日本語教育の水準の維持向上を図る 

２ 国及び地方公共団体の責務  

国      日本語教育推進施策の策定・実施 

必要な法制上・財政上等の措置  

地方公共団体 地域の状況に応じた日本語教育 

推進施策を策定・実施 

R１外国人の子供の就学状況等調査

結果（確定値）（概要）より抜粋  
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日本語指導の支援員や
母語支援員は現在合わ
せて9,000人程度。今
後も更なる需要が見込
まれる！ 

R１外国人の子供の就学状況等調査結果

等より全日教連作成 

外国籍の子供の就学率
は10年間で約12倍！ 
 
不就学者は約20,000人 
に。 

日本語教育の機会の拡充  

(１) 国内における日本語教育の機会の拡充 

日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づいた改善 

日本語指導補助者・母語支援員の養成・活用            

自習可能な日本語学習教材（ICT教材）の開発・提供      等 

 

人材や教材等の予算

の確保が必要！ 


